
犬の登録と狂犬病予防注射犬の登録と狂犬病予防注射
　生後 91 日以上の犬は、登録と狂犬病予防注射が必要です。これ
は 狂犬病予防法で定められている飼い主の義務です。
　登録済みの場合は案内はがきが届きます。記載内容の変更、犬の
死亡、はがきが届かない場合は、環境清掃課へご連絡ください。

● 登録済の犬 : 案内はがき ( 狂犬病
予防注射実施・登録確認通知書 )、
愛犬手帳、3,500 円

● 未登録の犬：6,500 円
※ つり銭のいらないようにお願いし

ます。

持ち物

その他

環境清掃課　  57-4100

集合登録・狂犬病予防注射 日程
と　き ところ 時　間

4 月 11 日月
図書館 午後 1 時〜 1 時 40 分
西部公民館 午後 2 時〜 2 時 30 分
東部公民館 午後 3 時〜 3 時 30 分

4 月 13 日水
西浦公民館 午後 1 時〜 1 時 40 分
形原公民館 午後 2 時〜 2 時 40 分
塩津公民館 午後 3 時 10 分〜 3 時 40 分

4 月 14 日木
北部公民館 午後 1 時〜 1 時 30 分
三谷公民館 午後 2 時〜 2 時 30 分
大塚公民館 午後 3 時〜 3 時 30 分

・ 犬に首輪をしてリードでつなぎ、制御できる人が連れてきてください。
・ 市外から転入の場合は、前住所での登録が分かるものを持ってきてください。
・ 市外に転出する場合は、転出先の市町村に届け出てください。

 0203983

事業承継無料個別相談会
観光商工課　  66-1119

　経営者・後継者を対象に、事業承
継・引継ぎに関する個別相談窓口を
開設します。
と　き　 4 月 12 日火　午前 10 時

〜午後 0 時 30 分
ところ　市役所産業振興部会議室
対 　象　市内の経営者または後継者
相 談内容　後継者、事業承継（M＆A）

全般、親族内・従業員承継など
相 談員　県事業承継・引継ぎ支援セ

ンター職員
申 し 込 み　 相 談 日 の 1 週 間 前 ま

でに、ファクスまたはメールで
申込書（観光商工課、市ホーム
ページにあります）を観光商工課

（FAX66-1188 shoko@city.
gamagori.lg.jp）へ。

 0262305
空家解体補助 建築住宅課　  66-1132

補助額 　
　対象空家の所有者が行う解体工事費の 2 分
の 1：①上限 15 万円②上限 20 万円
※ ①②両方に該当する場合は最大 35 万円（15

万円＋ 20 万円）を交付します。
申し込み 　工事着手前に直接建築住宅課へ。

　土地の有効活用の推進などを図るため、空家の解体工事費の一部
を補助します。

①老朽空家 ②危険な空家

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建
築された建物

柱が傾く、屋根が落ちているな
ど、事前判定調査により危険な
空家として認定された建物

対　象 　�2 分の 1以上が居住用であった 1年以上使用されてい
ない空家で、次の要件を満たす住宅

 0263829
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